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福

祉

welfare

��
月
１
日
は
点
字
の
日

点
字
を
ご
存
じ
で
す
か
？

点
字
は
文
字
情
報
を
紙
に
突
起

を
付
け
て
表
し
た
も
の
で
、
視
覚

に
障
が
い
の
あ
る
方
が
指
で
な

ぞ
っ
て
情
報
を
得
る
た
め
の
も
の

で
す
。

点
字
は
��
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
で

誕
生
し
、
そ
の
後
、
日
本
に
伝
わ

り
ま
し
た
。
明
治
�3
年
��
月
１
日

に
、
日
本
の
視
覚
障
が
い
者
用
文

字
と
し
て
正
式
に
採
用
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
こ
の
日
を「
日
本
点
字

制
定
記
念
日
」と
し
て
い
ま
す
。

点
字
は
、
文
書
だ
け
で
な
く
食

品
や
案
内
表
示
な
ど
、
身
近
な
所

に
も
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

点
字
の
構
造

点
字
は
６
点
の
組
み
合
わ
せ
で

�0
音
や
数
字
な
ど
を
表
し
ま
す
。

①
②
④
が
母
音
、
③
⑤
⑥
が
子
音

な
ど
で
す
。

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
手
話

「
フ
レ
イ
ル
」

身
体
の
機
能
が
衰
え
て
い
く
さ
ま

を
表
し
て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

☎（
��
）５
１
１
３

'BY（
��
）１
５
４
７

障
が
い
の
あ
る
方
へ

就
職
面
接
会

就
職
を
希
望
し
て
い
る
障
が
い

の
あ
る
方
と
、
企
業
の
採
用
担
当

者
が
直
接
面
談
で
き
る
面
接
会
で

す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

予
約
制
の
た
め
事
前
申
込
が
必

要
で
す
。

日

時
��
月
��
日（
木
）

���

１
部
：
午
前
�0
時
～
正
午

���

２
部
：
午
後
２
時
～
４
時

場

所
二
本
松
市
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

参
加
事
業
所

�0
社（
予
定
）

詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
二
本
松

☎（
��
）０
３
４
３

介
護
助
手
を
募
集

市
内
の
高
齢
者
施
設
で
は
、
福

祉
資
格
や
経
験
が
不
要
の「
介
護

助
手
」を
募
集
し
て
い
ま
す
。

直
接
的
な
介
護
業
務
で
は
な
く
、

清
掃
や
配
膳
・
下
膳
な
ど
、
介
護

の
周
辺
業
務
を
行
い
ま
す
。

ご
自
身
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に

合
わ
せ
て
無
理
な
く
働
い
て
み
ま

せ
ん
か
？

詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

福
島
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
４（
５
２
１
）５
６
６
２

要
介
護
認
定
者
の
方
へ

所
得
申
告
用「
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
」を
交
付

申
請
で
き
る
方

��
歳
以
上
で
要
介
護
１
以
上

※
要
介
護
認
定
申
請
中
の
方
も
申

請
で
き
ま
す
。

申
請
の
必
要
が
な
い
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
一
級
の
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
二
級
の
方

・
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の
方

・
本
人
お
よ
び
扶
養
者
が
、
非
課

税
等
で
確
定
申
告
等
を
す
る
必

要
が
な
い
方

申
請
方
法

高
齢
福
祉
課（
市
役
所
１
階
）ま

た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
市
民
福

祉
係
に
備
え
付
け
の
申
請
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、提
出（
郵

送
で
も
可
）し
て
く
だ
さ
い
。

調
査
を
行
い
、
認
定
書
を
交
付

し
ま
す
。

注
意
事
項

・
令
和
�
年
分
の
申
告
に
使
用
す

る
場
合
は
、
��
月
ま
で
に
申
請

を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

・
既
に
認
定
書
を
お
持
ち
の
方
は
、

内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
、
毎

年
の
所
得
の
申
告
に
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

障
害
が
軽
減
さ
れ
た
方
は
、
内

ʢग़యɿҰൠஂࡒ๏ਓશຊΖ͏͋࿈ໍh Θͨ͠
ͨͪͷखɹ৽͍͠ख�0����0�3 1ɦ�ΑΓʣ

①ӈखঠͰମΛ
ؙ͘Ͱ

容
を
審
査
し
、
認
定
書
を
返
還

し
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

高
齢
福
祉
課
長
寿
福
祉
係

☎（
��
）５
１
１
４

'BY（
��
）１
５
４
７

肢
体
不
自
由
者
来
所
相
談
会

日

時

��
月
��
日（
金
）

　
　
　
　
午
後
１
時
～
２
時

場

所

県
庁
北
庁
舎
１
階

福
島
県
障
が
い
者
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー

（
福
島
市
杉
妻
町
２
‐
��
）

相
談
内
容

補
装
具（
義
肢
、
装
具
、
車
い

す
等
）の
購
入
・
修
理
、
医
療
、

そ
の
他
更
生
に
関
す
る
相
談

※
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の

方
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
料

無
料

申
込
方
法

事
前
に
左
記
ま
で
電
話
等
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限

��
月
�
日（
金
）

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

☎（
��
）５
１
１
３

'BY（
��
）１
５
４
７

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
市

民
福
祉
係
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東
北
税
理
士
会
二
本
松
支
部

税
に
つ
い
て
の
無
料
相
談
所

��
月
��
日
～
��
日
は

　
　
　
「
税
を
考
え
る
週
間
」

相
続
税
や
贈
与
税
に
つ
い
て
相

談
の
あ
る
方
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

な
ど
所
得
税
に
つ
い
て
相
談
の
あ

る
方
な
ど
、
税
金
に
関
す
る
相
談

を
行
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、
事
前
の
予
約
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

日

時

��
月
�3
日（
水
）

　
　
　
　
午
前
�0
時
～
午
後
�
時

開
催
場
所

本
宮
市
民
元
気
い
き
い
き
応
援

プ
ラ
ザ（
え
ぽ
か
）�
階
中
会
議
室

（
本
宮
市
本
宮
字
万
世
�
１
２
）

◎
問
い
合
わ
せ
…

二
本
松
税
務
署

☎（
��
）１
１
９
２

※
音
声
案
内
に
従
っ
て「
�
」を

　
　
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

源
泉
徴
収
義
務
者
向
け

定
額
減
税（
年
末
調
整
時
）に

関
す
る
説
明
会

日

時
①
��
月
��
日（
木
）午
後
�
時
～

②
��
月
��
日（
火
）午
後
�
時
～

場

所
二
本
松
福
祉
セ
ン
タ
ー
3
階

第
�
会
議
室

（
亀
谷
�
‐
�
‐
�
）

そ
の
他

事
前
予
約
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

二
本
松
税
務
署
法
人
課
税
部
門

☎（
��
）１
２
５
９

ご
み
の
処
分
は
適
正
に

粗
大
ご
み
の
処
分
方
法

指
定
の
ご
み
袋
に
入
ら
な
い
ご

み
は
粗
大
ご
み
と
な
り
、
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
出
せ
ま
せ
ん
。

次
の
２
通
り
の
方
法
に
よ
り
処

分
し
て
く
だ
さ
い
。

処
分
方
法

①
も
と
み
や
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

へ
の
直
接
持
ち
込
み

②
自
宅
へ
の
訪
問
引
き
取
り

処
分
手
数
料

①
直
接
持
ち
込
み
…
無
料

※
た
だ
し
、
畳
・
ふ
と
ん
・
マ
ッ

ト
レ
ス
は
有
料
で
、
�0
㎏
当
た

り
１
３
０
円

②
訪
問
引
き
取
り
…
有
料

１
点
当
た
り
１
３
５
０
円

※
４
点
以
上
は
割
り
引
き
あ
り
。

※
１
点
当
た
り
の
重
量
が
��
㎏
以

上
の
も
の
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
。

収
集
日

毎
月
�0
日
、
��
日

申
込
方
法

訪
問
引
き
取
り
は
、
収
集
日
の

�0
日
前
ま
で
に
、
下
記
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
家
電

品（
テ
レ
ビ
、
エ
ア
コ
ン
、
冷

蔵
庫
、
洗
濯
機
）は
、
粗
大
ご

み
と
し
て
処
分
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
ほ
か
受
け
入
れ
で
き
な
い

品
目
や
処
分
方
法
は
、
下
記
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

違
法
な
不
用
品
回
収
業
者
で
処
分

し
て
い
ま
せ
ん
か
？

「
テ
レ
ビ
な
ど
の
家
電
や
家
庭

の
不
用
品
を
無
料
で
回
収
し
ま

す
」な
ど
と
い
っ
た
チ
ラ
シ
を
配

布
し
て
軽
ト
ラ
ッ
ク
等
で
巡
回
す

る
業
者
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

家
庭
か
ら
の
廃
棄
物
を
回
収
す

る
正
規
の
業
者
は「
一
般
廃
棄
物

収
集
運
搬
業
許
可
」を
持
っ
て
い

ま
す
が
、「
無
料
回
収
」を
う
た
う

業
者
の
ほ
と
ん
ど
は
無
許
可
業
者

で
す
。

「
無
料
と
思
っ
て
頼
ん
だ
ら
、

高
額
な
料
金
を
請
求
さ
れ
た
」「
自

分
が
頼
ん
だ
不
用
品
が
近
く
の
空

き
地
に
捨
て
ら
れ
て
い
た
」と

い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
が
全
国
的
に
発

生
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
業
者
が
回
収
し
た
家

電
製
品
が
、
適
正
に
処
分
さ
れ
な

い
ま
ま
野
積
み
に
さ
れ
火
災
が
発

生
し
た
り
、
外
国
に
輸
出
さ
れ
て

環
境
汚
染
の
原
因
に
な
っ
て
い
る

事
例
が
あ
り
ま
す
。

違
法
な
不
用
品
回
収
業
者
を
利

用
せ
ず
、
適
正
な
処
分
を
し
ま

し
ょ
う
。

野
焼
き
に
関
す
る
苦
情
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す

「
家
庭
の
ご
み
や
草
木
な
ど
を

燃
や
し
て
い
る
」と
い
っ
た
内
容

の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。廃

棄
物
全
般
に
お
い
て
、
野
焼

き
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
お
り
、

罰
則
規
定
も
あ
り
ま
す
。

社
会
慣
習
上
の
行
事（
ど
ん
ど

焼
き
等
）な
ど
に
よ
る
焼
却
が
例

外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
ら
の
場
合
も
周
辺
に
影
響
の

出
な
い
よ
う
に
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

ご
み
は
指
定
の
ご
み
袋
に
入
れ

て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

警
察
に
よ
る
野
焼
き
の
検
挙
事
例

①
木
く
ず
約
3�
㎏
を
空
き
地
で
野

焼
き
…
罰
金
�0
万
円

②
竹
な
ど
約
��
㎏
を
畑
で
野
焼
き

…
罰
金
�0
万
円

◎
問
い
合
わ
せ
…

生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係

☎（
��
）５
１
０
３

'BY（
��
）４
４
７
９

税

金

t a x 

環
境
衛
生

environm
ent hygiene

環
境
衛
生

environm
ent hygiene

environm
ent hygiene




